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１．一括申請の流れ  

・社会保険・雇用保険関係電子申請は、「６：社保雇用業務」「一括申請（クラウド）」から始めます。 

・労働保険年度更新（適用徴収）は、 「11：労働保険業務」「一括申請」から始めます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

届出データを作成する 届出によっては、予め、各届出メニューにて 

届出データを作成しておく必要があります。 算定基礎届・月変届・賞与支払届・住所変更届 

生年月日変更届・氏名変更届・転勤届 

離職証明書・６０歳到達賃金証明書・ 

被保険者委任状を準備する 届出によっては、予め、被保険者委任状を 

準備しておく必要があります。 被扶養者異動届・離職証明書 

６０歳到達賃金証明書・高年齢継続給付 

電子証明書を添付する 

 
電子証明書を選択・添付します。 

基本情報を入力する 

 
基本情報を入力・提出代行証明書を 

添付します。 基本情報の入力・事務組合申請の選択 

提出代行証明書の添付 

事業所を選択する 届出を行う事業所を選択します。 

申請する届出を選択する 

 
申請する届出を選択します。 

労働保険年度更新（適用徴収）の場合は 

年度更新関係の届出のみ表示されます。 
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添付書類を添付する 

 
届出により、必要な書類を添付します。 

・被保険者委任状・算定総括票・賞与支払届総括表・賃金台帳・雇用契約書など 

仕様チェックを行う CSV 形式・連記式は仕様チェックが必要です。 

一人用は必要ありません。 ・届出データの最終チェック 

・届出データの印刷 

届出データの確認・修正 

 
申請する届出データを読込み、確認・修正を行い

ます。 ・届出対象者データ表示 

・届出内容確認・修正・追加 

最終確認とデータ内容印刷 届出データの最終確認とデータ内容の印刷を行います。 

・申請データ内容の確認 

・データの印刷が可能 

データを送信する 社労法務イージアＡＰＩ画面で作成したデータ 

を送信します。 ・利用者ＩＤにてログインし、 

電子証明書で認証 

・ 

データの送付状況を確認 社労法務イージアＡＰＩ画面にてデータの送付状況を 

確認します。 ・エラーの有無の確認 

・エラーがあった場合エラー内容確認・再作成 

公文書のダウンロード・印刷 社労法務イージアＡＰＩ画面にて公文書を取得します。 

・利用者ＩＤにてログイン 

・公文書のダウンロード・印刷 
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２．一括申請できる届出一覧  

社会保険関係手続  

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届（ＣＳＶファイル添付方式） 

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届（ＣＳＶファイル添付方式） 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（ＣＳＶファイル添付方式） 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届（ＣＳＶファイル添付方式） 

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届（ＣＳＶファイル添付方式） 

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与不支給報告書 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（1 人） 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届（1 人） 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届（７０歳到達時） 

健康保険・厚生年金保険被保険者生年月日訂正届（1 人） 

健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届（1 人） 

健康保険被扶養者（異動）届 

国民年金第３号被保険者届 

基礎年金番号通知書再交付申請書（厚生年金保険） 

厚生年金被保険者資格取得届（国保組合用：1 人） 

労働保険関係手続  

雇用保険被保険者資格取得届（連記式） 

雇用保険被保険者資格喪失届（連記式）(離職票交付なし) 

雇用保険被保険者資格喪失届（連記式）(離職票交付あり) 

雇用保険被保険者転勤届（連記式） 

雇用保険個人番号登録届（連記式） 

雇用保険被保険者資格取得届（1 人） 

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付なし：1 人） 

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付あり：1 人） 

雇用保険被保険者資格喪失届提出後の離職票交付（1 人） 

雇用保険被保険者転勤届（1 人） 
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雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認 

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年

齢雇用継続給付（ 

雇用保険高年齢雇用継続給付（基本給付金） 

雇用保険高年齢雇用継続給付（再就職給付金） 

雇用保険休業開始時賃金月額証明書 

雇用保険育児休業給付（初回申請） 

雇用保険育児休業給付（分割取得） 

雇用保険育児休業給付（出生時育児休業給付金） 

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金） 

雇用保険介護休業給付（介護休業給付金） 

雇用保険個人番号登録・変更届（1 人） 

 

労働保険適用徴収関係手続  

年度更新申告（二元適用事業（労災分）） 

年度更新申告（建設の事業） 

年度更新申告（一元・二元適用事業（雇用分）） 

 

 

CSV・連記式・・・日本年金機構（旧社会保険庁）が作成したプログラムです。 

一人用・・・・・・e-GOV 電子申請システムが作成したプログラムです。 
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３．一括申請を行う   

３－１．一括申請するためのデータ作成  下記の届出は、先にデータの作成が必要となります。 

・算定基礎届     「６：社保雇用業務」「算定処理」画面にて算定データを作成します。 

・月変届       「６：社保雇用業務」「月変処理」画面にて月変データを作成します。 

・賞与支払届     「９：賞与計算」「健保厚年賞与等支払届印刷」画面にて賞与支払データを 

作成します。 

・離職票を伴う喪失届  

           「６：社保雇用業務」「離職証明書」画面にて離職証明書データを作成します。 

・氏名変更届     「６：社保雇用業務」「氏名変更届」画面にて氏名変更データを作成します。 

・生年月日変更届 「６：社保雇用業務」「生年月日変更届」画面にて生年月日変更データを作成 

します。 

・雇保転勤届     「６：社保雇用業務」「雇保転勤届」画面にて雇保転勤データを作成します。 

・６０歳到達時賃金証明書 

           「６：社保雇用業務」「６０歳到達時賃金証明書」画面にて６０歳到達時賃金証明 

書データを作成します。 

・高年齢継続給付受給資格確認 「６：社保雇用業務」「６０歳到達時賃金証明書」「各種申請書の入

力と印刷」画面よりデータを作成します。 

・高年齢雇用継続給付（基本給付金）「６：社保雇用業務」「６０歳到達時賃金証明書」「各種申請書

の入力と印刷」画面よりデータを作成します。 

・高年齢雇用継続給付（再就職給付金）「６：社保雇用業務」「６０歳到達時賃金証明書」「各種申請

書の入力と印刷」画面よりデータを作成します。 

・雇用保険休業開始時賃金月額証明書 「６：社保雇用業務」「休業開始時賃金証明書」画面よりデー

タを作成します。 

・育児休業給付金 「６：社保雇用業務」「休業開始時賃金証明書」「各種申請書の入力と印刷」画面 

よりデータを作成します。 

・育児休業者職場復帰給付金 「６：社保雇用業務」「休業開始時賃金証明書」「各種申請書の入力と

印刷」画面よりデータを作成します。 

・介護休業給付金 「６：社保雇用業務」「休業開始時賃金証明書」「各種申請書の入力と印刷」画面 

よりデータを作成します。 

・被扶養者異動届 「４：個人情報管理」「個人所得・住民税」「家族画面」にて扶養者データを 

登録します。 

・労働保険保険料算出 「11：労働保険業務」「保険料算出＆申告書印刷」画面にて保険料算出を 

            行っておくことが必要です。 
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３－2．被保険者委任状・社労士・事業所疎明書・被保険者同意書の準備 

※現状は、社労士代行申請の場合は、省略できます。 

３－２－１．被保険者委任状の印刷・押印。 

健康保険被扶養者異動届 

 

①健康保険被扶養者異動届を 

 クリックします。 

②被保険者の再表示をクリック 

 すると、被保険者一覧が表示 

 されます。 

③届出者を選択します。 

④プレビューをクリックし、 

 印刷します。 

 

 

 

※配偶者以外の被扶養者の委任状の 

 場合は、印刷条件設定で 

 「国民年金第３号被保険者の印刷」 

 を「印刷しない」に設定して 

 印刷します。 

 

 

その他社会保険関係の手続き 

年金手帳再交付申請書（厚生年金保険） 

に必要な委任状となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

① 

② 

③ 

④ 
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離職票を伴う資格喪失届 

①離職年月日を入力します。 

 

②被保険者の再表示をクリック 

 すると、被保険者一覧が表示 

 されます。 

③届出者を選択します。 

④必要な確認書又は疎明書の 

プレビューをクリックし、 

 印刷します。 

 社労士の疎明書は押印が 

 不必要なので、直接 PDF を 

 作成します。 

 

被保険者の同意書 

①その他の雇用保険関係手続きを 

 クリックします。 

②被保険者の再表示をクリック 

 すると、被保険者一覧が表示 

 されます。 

③届出者を選択します。 

④プレビューをクリックし、 

 印刷します。 

高年齢給付・育児休業給付 

関連の届出に必要です。 

 

３－２－２．押印済み被保険者委任状・被保険者同意書等のパソコン内保存 

押印を貰った被保険者委任状・被保険者同意書等を、PDF 形式でサーバー内に保存します。 

プリンター等で、スキャンしてから、形式を指定して保存してください。 

＜サーバー内の保存場所＞ 

デスクトップのコンピュータ 

→ネットワークの場所（H)→電子申請関係→900_添付書類にいれてください。 

900_添付書類の中に任意にフォルダを作成していただくことができます。

① 

② 

③ 

④ 

① 

③ 

② 

④ 
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３－３．事業所を選択する 

①事業所を選択します。 

②署名方法を選択します。 

ここの設定と、e-Gov アカウントの認証 

方法が異なると正しく電子申請送信が 

されませんのでご注意ください。 

マイナポータル申請をする場合はチェッ 

クを入れます。 

③「一括申請データの作成」を 

 クリックします。  

③事業主として申請する場合にはチェックをつけます。 

 

 

３－４．電子証明書を選択する 

3-3-②で署名方法を「電子証明書」にした場合、証明書 

選択画面が表示されるので、該当の電子証明書が表示されて 

いるのをご確認の上「OK」をクリックします。 

アカウント内に複数の電子証明書がインポートされている場合 

「その他」が表示されるので、クリックし該当の電子証明書を 

選択して「OK」をクリックします。 

 

 

 

３－５．申請する届出を選択する 

①申請する届出を選択します。 

 複数選択出来ます。 

②次へをクリックします。  

 

 

 

 

 

 

① 

② 
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● 社会保険に加入していない事業所の雇用保険関連の届出は、「一人用」を選択します。 

● 事務組合として申請する届出と、社労士として申請する届出は一緒に申請は出来ません（複数選択 

出来ません。）ので、別々に申請作業を行なってください。 

 

３－６．基本情報を入力する 

【事業所と社労士の情報】 

①「提出代行証明書」を添付します。 

 （事業主て申請する場合は必要 

ありません） 

 

②複数の社労士が申請する場合、 

 登録と選択をすることができます。 

 

登録された社労士から選択できます。 

 

 

 

 

 

 

新規登録や登録情報の修正は、 

「詳細情報表示＆登録と結付」から 

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 
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前回と違う社労士を選択した場合には 

提出代行証明書の再選択 

および 

連絡先に関する情報画面で 

ユーザー情報より表示ボタンから 

選択された社労士情報の読み込みが 

必要となります。

ポイント 
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【申請者・届出者に関する情報】 

③事業場名にて申請するときに 

事前に事業場を登録しておきます。 

   

  

 

 

 「事務場名」で申請したい 

 場合は、「事業場に関する登録」 

 をクリックし、事業場の情報を 

 入力・完了しておきます。(1 回のみ） 

 「事務場にて申請する場合」画面で 

 入力ー入力完了ー完了で画面を閉じます。 

 申請者・届出者情報画面は、事業主    

 のままですが、後ほど申請者の情報画面 

 にて、事業場を選択すると、事業場の 

 情報で申請することになりますので、 

 そのまま進んでください。 

 

 

③-1 入力ボタンをクリックします。 

③-2 事業場情報より表示 をクリックします。 

 必要に応じ、データを修正し、入力完了 

③-3 事業場の提出代行を添付しておきます。 

③-4 最後に完了ボタンをクリックします。 

 

④事務組合名にて申請する場合には 

事前に事務組合名を登録しておきます。 

 

※事務組合名にて申請する場合には 

 社会保険と雇用保険の同時申請は 

 できません。 

ポイント 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

③-1 

③-2 

③-3 

③-4 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

③ ④ 

⑤ ⑥ 
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「事務組合理事長名」で申請したい 

 場合は、「事務組合として申請する 

 場合」をクリックし、事務組合の 

 情報を入力・完了します。 

 「事務組合の選択」画面で 入力 

 ー入力完了ー完了で画面を閉じます。 

 申請者・届出者情報画面は、 

事業主のままですが、問題ない 

のでそのまま進んでください。 

 

【申請者・届出者に関する情報】 

④-1 入力ボタンをクリックします。 

④-2 事務組合情報より表示 をクリックします。 必要に応じ、データを修正し、入力完了 

④-3 事務組合の提出代行を添付しておきます。 

 

 

【連絡先に関する情報】 

 

④-４ 連絡先に関する情報も 

    事務組合登録をする必要があり 

    ますので、複写する 

    にチェックをつけます。 

④-５ 最後に完了ボタンをクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1 

④-2 

④-3 

④-5 
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⑤通常は事業所情報が表示されていますが 

 事業所情報管理の情報が変更された 

 場合には、事業所情報を 

マスタより再読込します。 

⑥社労士の情報を表示したい場合には 

「ユーザー情報より表示」をクリックします 

が、現在は使用しません。 

 

 

 

 

 

【連絡先に関する情報】 

⑦チェックを付けると、 

「申請者・届出者の情報」と同じ情報 

 が登録されますが、社労士代行で 

 申請する場合は、社労士情報を登録 

 してください。 

⑧社労士の情報を表示したい場合には 

「ユーザー情報より表示」をクリックします。 

⑨エラーがなければ次に進みます。 

 

「Ⅱ」「-」 など、申請不能の文字は 

申請できる文字に変更します。 

→「２」「Ü」 

⑧ ⑦ 

⑨ 

③ ④ 

⑤ ⑥ 
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３－７．届出データの確認・修正 

届出データ確認・修正は、各届出によって異なっています。 

詳しくは、一括申請詳細マニュアル 各ページをご参照下さい。 

「6.社保雇用業務」内「一括申請」 

メニューの「ヘルプ」Ü「操作 

説明書」をクリックすると表示 

されます。 

 

 

算定基礎届（ＣＳＶ） ・・ 5  

月額変更届（ＣＳＶ） ・・ 6  

健保・厚年資格取得届（ＣＳＶ） ・・ 7  

健保・厚年資格喪失届（ＣＳＶ） ・・ 8  

健保・厚年賞与支払届（ＣＳＶ）・・ 9  

健保・厚年賞与支払届総括表 ・・ 10 

健保・厚年資格取得届（１人） ・・ 12  

健保・厚年資格喪失届（１人） ・・ 13  

健保・厚年生年月日訂正届（１人） ・・ 14  

健保・厚年氏名変更届（１人） ・・ 15  

雇用保険資格取得届（連記式） ・・ 16 

雇用保険資格喪失届（連記式） ・・ 18  

雇用保険資格取得届（１人） ・・ 20  

雇用保険資格喪失届（離職票なし：１人） ・・ 21 

雇用保険資格喪失届（離職票あり：１人） ・・ 22  

雇用保険資格喪失届提出後の離職票交付・・・25 

健康保険被扶養者（異動）届 ・・ 27 

国民年金第３号被保険者届のみ・・29 

雇用保険被扶養者転勤届（連記式）・・ 31  

雇用保険被扶養者転勤届（１人） ・・ 33 

雇用保険六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認 ・・ 35  

雇用保険六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給

付 ・・ 37  

例１：算定基礎届 CSV 

例２：資格取得届一人用 
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雇用保険高年齢雇用継続給付（基本給付金） ・・・・・・・ 39  

雇用保険高年齢雇用継続給付（再就職給付金）・・・・・・・ 40 

雇用保険休業開始時賃金月額証明書・・・・・・・・・・・・41 

雇用保険育児休業給付（初回申請）・・・・・・・・・・・・43 

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）・・・・・・・・・45 

雇用保険育児休業給付（育児休業者職場復帰給付金）・・・・47 

雇用保険介護休業給付（介護休業給付金）・・・・・・・・・48 

雇用保険個人番号登録届（連記式）・・・・・・・・・・・・50 

雇用保険個人番号登録・変更届（1 人）・・・・・・・・・・51 

年金手帳再交付申請（厚生年金保険）・・・・・・・・・・・52 

厚年被保険者資格取得届（国保組合用）・・・・・・・・・・53 

 

３－８．マイナンバー添付について 

マイナンバーが必要な届出については、社労法務 Connect 導入の場合は、マイナンバーを届出に付加

した状態で申請を行うことができます。社労法務 Connect 導入がない場合には、マイナンバーなしで

の届出しか行うことはできません。 

 

基本データ入力後、マイナンバー担当者の 

ＩＤとパスワードを入力します。 

 

 

 

 

 

申請者を選択後、マイナンバーの 

取得条件を入力します。 

ここで登録した内容は、 

社労法務 Connect 

に保存され、アクセスログ 

として保管されます。 
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取得の有無 

取得理由を選択してください。 

申請を進めると、マイナンバー（個人番号）が取得できる場合には、自動的にマイナンバーを 

取得して申請データを作成します。 

マイナンバー（個人番号）が取得できる場合というのは、社労法務 Connect を導入していて 

「マイナンバーＢＯＸ」または 連携マイナンバー保管サービス内にマイナンバー（個人番号） 

を保管している場合です。 

 

マイナンバー（個人番号）が取得できない場合は下記のいずれかの画面が表示されます。 

どの画面が表示されるかは、社労法務 Connect「基本設定」の設定条件によります。 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connect で空白で印刷と設定している場合 

個人番号が取得できない場合には下記のエラ

ーメッセージが表示されマイナンバーは空白

で印刷されます。 

Connect で入力可と設定している場合 

個人番号が取得できない場合 

には番号入力する又は、空白の 

まま印刷するかが選択できます。 

・「空白を利用」を選択する。 

→マイナンバーなしの申請となります。 

・ 「入力番号を使用」を選択する。 

→入力されたマイナンバーで申請します。 

 入力したマイナンバーは申請後削除 

され、保存されません。 

・マイナンバーが取得できなかったため 

マイナンバーなしの申請となります。 
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３－９．被保険者委任状を添付する ※現状は、社労士代行の場合は省略できます。 

届出によって、被保険者の委任状を添付します。被保険者の委任状は、一括して添付することができま

す。 

 

 

「被保険者委任状の選択」 

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ名前の名称がついた PDF

であれば、ドラッグドロップで 

添付することができます。 

次回用に保存する場合は 

チェックをつけておきます。 

選択ボタンから添付することも 

できます。 
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３－１０．添付書類を添付する 

添付書類を添付する画面は、各届出によって異なっています。 

詳しくは、事業所選択画面のヘルプ「操作説明書」の各ページ（P１５参照）をご参照下さい。 

 

 

 

 

 

例：資格喪失届離職票あり 一人用 

 

被保険者の確認書または 

社労士・事業所の疎明書を添付 

する画面です。 

 

 

 

 

その他添付書類については、一括申請データ 

作成の終盤「データの出力（最終確認）」画面で 

添付をすることができます。 

「その他添付書類の追加」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

「追加」をクリックすると、「参照」ボタンが表示 

されるので、保存してある添付ファイルを選択、 

「添付書類名称」を入力し「追加完了」をクリック 

します。 

全ての添付書類追加が完了したら「完了」ボタンで画面が閉じられます。 

その後「作成」ボタンをクリックして一括申請データ作成を続けてください。

例：資格喪失届離職票あり 一人用 
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３－1１．仕様チェックを行う。 

仕様チェックは、CSV 形式・連記式のみに必要な作業です。 

  

基本的に自動でチェックを 

行います。 

 

 

 

 

  

 

社会保険の仕様チェック画面です。 

エラーがある場合は、その原因の 

データを直してから再度 

エラーがなくなるまで 

仕様チェックをかけます。 

 

 

 

  

雇用保険の仕様チェックの場合は申請データがローカル側の C-Shalf_AspData 内に保存されます。 

ローカル環境で仕様チェック PG を立ち上げて、申請データを指定してチェックしてください。自動的

にはチェックはいたしません。 
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複数事業所・複数届出を選択している場合で、途中で特定の事業所・届出のみの作成を止めたい時は 

「キャンセル」をクリックします。→キャンセルされた届出以外の申請は作成されます。 

現在選択している全ての事業所の全ての申請の作成を止めたい時は「中止」をクリックします。 

 

３－1２．最終確認と届出データの印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出の内容を明細から確認・印刷することが出来ます。 

申請内容が印刷できるのは、この画面のみです。印刷が必要な場合は、必ず印刷してください。 

作成したデータの名前を変更することができます。申請時や申請後に便利です。（社労法務イージアで

申請する場合のみ適用されます。Robo-ZERO での申請では、変更しなくても、自動的に申請名が表示

されます。） 

 

 

確認・印刷が出来たら、「次へ（社労法務イージア）」または「Robo-ZERO へ」をクリックします。 

 

 

ポイント 
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ロボ ZERO への場合 

３－１３．イージア ZERO の登録と Robo-ZERO の申込 
① イージア ZERO の登録が必要です。「31：イージア ZERO」「イージア ZERO ユーザー登録」

より登録します。 

② Robo-ZERO の申込みが必要です。 

イージア ZERO 管理画面から、Robo-ZERO の申込をお願いします。 

 

 

③  

 

 

 

 

 

 

③電子証明書の登録が必要です。 

  

 

 

 

 

 

④ Robo-ZERO の詳細利用方法は、「31：イージア ZERO」メニューのヘルプの 

Robo-ZERO 説明書をご覧ください。 
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社労法務イージアへの場合 

３－１4．社労法務イージア画面での利用者ＩＤの登録。 

e-Gov 新アカウントで社労法務イージア API にログインできるように設定します。 

お手元に用意するもの 

 e-Gov にログインする情報（e-Gov 電子申請アプリケーションで登録したアカウント） 

  ・ ログイン ID（メールアドレス）およびパスワード 

・ Gbiz ID およびパスワード            いずれか 

・ Microsoft ID およびパスワード 

 電子証明書を既にインポートしている場合、電子証明書の再インポートは不要です。 

 

①「6.社保雇用業務」内「社労法務イージア 

 API」を開き「ログイン」をクリックします。 

 

 

 

②ログイン画面が表示され「新方式でログイン」 

 が選択された状態で右の画面が表示されるので、 

「アカウントの登録」をクリックします。 

 

 

③「e-Gov アカウント設定」画面が表示されるので、 

 以下のとおり設定します。 

 

 ①名称：ログイン画面に表示される名称（任意） 

     分別できるものであれば何でも結構です。 

     （後から変更も可能） 

 ②認証方法：e-Gov 新アカウントを登録した際の 

       認証方法を 

・ e-Gov（メールアドレス） 

・ Gbiz（G ビズ ID） 

・ Microsoft 

       から選択します。 
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 ③ログイン ID：e-Gov ログイン ID を入力します。 

 ④パスワード：e-Gov ログインパスワードを入力します。 

⑤自動でログイン：チェックを入れることで認証方法が保管されるのでログインがしやすくなり

ます。新方式（e-Gov 新アカウント）でログインする場合、毎回 e-Gov に

ログインが必要になります。「自動でログイン」にチェックを入れて設定す

ると次回以降 e-Gov ログイン画面等各種認証画面を省略することができま

す。 

         チェックを入れない場合は社労法務イージア API にログインの都度、e-Gov

にログインが必要となります。 

⑥ログインチェック：入力した③および④で e-Gov にログインできるかチェックします。 

 e-Gov ログイン画面が表示されるので、該当の認証方法で e-Gov にログインしてください。 

問題なくログインができたら、元の画面（e-Gov アカウント設定画面）にもどります。 

 ⑦設定：入力内容がよければクリックし確定します。 

  

④登録が完了するとログイン画面が右のように 

表示されます。 

 

ログインの際は「新方式でログイン」のラジオボタンに 

チェックを入れ、「選択した利用者にてログインする」を 

クリックすることで、e-Gov 新アカウントと連携し 

ログインできます。 

 

※ ログインの際、毎回 e-Gov ログイン画面が表示されますが 2 秒ほどお待ちいただくと自動

ログインしますので画面を触らずお待ちください（仕様上のものとなっております） 

 

※ e-Gov 自動ログインの認証情報保管有効期限は 180 日です。 

認証期限が経過すると自動ログインができなくなるので 

ログイン画面で「新方式でログイン」にチェックを入れ 

 「アカウントの設定」ボタンから再度ログインチェック 

 （③-⑥）の手順を行ってください。 
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３－１5．利用者ＩＤでのログイン。 

① 登録したＩＤを選択して、ログイン 

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ログインの際、毎回 e-Gov ログイン画面が表示されます。 

アカウント登録の際、「自動でログイン」の設定をした場合は、2 秒ほどお待ちいただくと自

動ログインしますので画面を触らずお待ちください（仕様上のものとなっております） 
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３－１6．データの送信。 

①画面上部に 

利用者ＩＤが表記されています。 

※不正利用防止のためです。 

 

②一括申請データの送信を 

クリックして、作成した 

データを申請します。 

 

 

 

１日のみを指定して 

更新を行う場合には、 

対象日の申請案件を 

一度に最新情報に 

更新することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

③申請データが申請されました。 
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② 申請待ちのデータの申請状況 

を更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ データの更新をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 正常に到達した場合 

 には、正常到達に 

 申請した件数が 

 表記されます。 
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『処理状況（件数）』が下記のように変わります。 

  申請待ちと処理待ちの場合は「送信案件を最新情報に更新」 

  を繰り返し行う必要があります。 

 

送信待ち 一括申請データの送信前の状態 

申請待ち 一括申請データの送信後の状態 

処理待ち 
e-Govにおいて処理が行われている

状態 

正常到達・エラー・

全件数に件数が表示

されている 

e-Govにおいて処理が完了した状態 

 

 

 

『処理状況（件数）』の『エラー』に件数が表示されている場合は、申請した手続の一部または全

てが e-Gov においてエラーになっています。 

   をクリックしてエラー内容を確認して再申請して下さい。 

 

エラー内容を確認する方法 

エラー内容を保存することで表示する 

ことができます。 

「送信案件一覧」画面で該当の案件を 

クリックし、「送信案件を最新情報に更新」 

すると、送信案件エラー情報を保存する画面 

が表示されます。 

※保存場所は、任意の場所を設定すること 

ができます。（設定場所は、動作設定から 

変更設定できます） 

 

●エラーの表示をクリックします。  
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●「エラーを表示する」を 

クリックします。 

 

 

 

●エラー内容が表示されます 

ので、エラー内容を確認し 

最初からデータを作成し直 

して、再度申請をお願い致 

します。 

 

 

 

３－１7．申請データの処理状況の確認。 

① 「送信案件一覧」画面で該当の案件 

をクリックし「送信案件を最新情報に 

更新」をクリックします。 

 

② 申請案件一覧の「表示」を 

クリックします。 

 

右画面を表示したくない場合には、 

「時間からこの画面を表示しない」に 

チェックを入れてください。 

「次回からこの画面を表示しない」にチェックを付けると 

次回から送信確認画面は表示されません 

 

申請案件一覧が表示されるので、「申請案件を 

最新情報に更新」をクリックし「表示」をクリ 

ックして申請状況を確認します。      

手続き完了になるまで、時間をおいて最新情報を 

更新してください。 
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コメント通知や公文書がある場合 

には、メッセージ欄に表示があります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

３－１8．公文書の取得と表示。 

「公文書・コメント一覧」より 

を公文書・コメント取得します。 

① 最新情報に更新を行います。  

 

 

 

  

③ 公文書・コメント一覧取得の 

送信を行います。 

 

 

④ 送信が正常に完了すると、 

コメントと公文書が取得できます。 

 

 

⑤ 「取得」をクリックします。 
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⑥申請手続きの公文書についての 

情報画面が表示されますので、 

「公文書取得」をクリック 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 公文書情報を保存 

する画面が表示されます。 

※保存場所は、任意の場所 

を設定することができます。 

（設定場所は、初期画面の 

 動作設定ボタンから 

変更設定できます） 

 

 

⑦ 「保存」をクリックすると 

 公文書を取得するための交信が 

 完了します。  
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⑧ 「公文書取得完了」ボタンを 

クリックします。 

  このボタンをクリックしないと、 

  手続き終了となりませんので、 

  必ずクリックしてください。 

 

 

 

⑨ 「公文書取得完了」をクリックすると、 

 取得日時が表記されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 操作⑦にて、保存した公文書を確認します。 

「公文書表示」をクリックすると、公文書の内容がそのまま表示され確認できるので便利です。 
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３－１9．公文書署名検証。 

※この操作は必ず必要なものではありません。 

 

① 公文書取得した公文書の官職証明書 

および官職署名の検証結果を 

e-Gov と通信を行い取得します 

 

②「公文書署名検証」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

③検証結果画面で正常であれば 

問題ありません。 
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３－20．コメントの取得と表示。 

① コメント欄の「取得」を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

② コメント取得をクリックします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ コメント情報を保存 

する画面が表示されます。 

※保存場所は、任意の場所 

を設定することができます。 

（設定場所は、初期画面の 

動作設定ボタンから 

変更設定できます。 
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④ 「OK」をクリックすると 

 コメントを取得するための交信が 

 完了します。  

 

 

 

 

  

⑤ 「コメント取得完了」ボタンを 

クリックします。 

このボタンをクリックしないと、 

手続き終了となりませんので、 

必ずクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 「コメント取得完了」を「はい」と 

 クリックすると、開封状況が「既読」 

 となります。 

 

⑦コメント通知表示からは 

 直接取得したコメントが表示できて 

 便利です。 
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３－２1．納付情報一覧の取得と表示。 

 

➀ 状況照会を最新情報にて 

納付情報が存在する場合、納付情報一覧の 

取得や表示を行う場合に使用します。 

 

「納付情報一覧」をクリックします。 

※ 納付情報は申請案件一覧画面の「納付状況」 

と状況照会画面のメッセージにて取得可能か 

判断できます。 

 

② 納付情報一覧画面が表示されたら、      

「最新情報に更新」をクリックします。 

 

  

  

 

 

 

 

③ 確認画面が表示されるので 

「はい」をクリックします。           

 

 

 
 

④ 完了確認画面が表示された             

『ＯＫ』をクリックします。 
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⑤ 取得された納付情報がここに 

表示されます。   

  

 

 

 

 

 

⑥ 電子納付が可能な場合に納付する 

金融機関一覧の取得と表示を行うことが可能です。  

「電子納付金融機関一覧の取得」をクリックします。 

 

 

 

 

⑦ 確認画面が表示されたら「はい」 

をクリックします。 

 

 

 

 

 

⑧ 金融機関一覧が表示されます。        

銀行や信用金庫などクリックします。 

 

『銀行・信託銀行』を選択した場合は、 

頭文字をクリックする。 

選択された金融機関がここに表示されます。 

 

 

 

 

 

 

ここに選択した金融機関が表示さ

れる 
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⑨ 「電子納付」「可」をクリック       

することで、電子納付金融機関サイト 

の表示を行うことが出来ます。   

 

 

 

⑩ 表示したい金融機関を「選択」 

クリックします。 

 

 

 

  

 

   

                     

⑪ 「金融機関サイトの表示」をクリックします。   

 

選択された金融機関サイトが表示されます。 

表示については、お使いのブラウザが 

自動的に起動されます。 
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３－２1．取下げ依頼。 

①  到達/審査中の場合は、届出の 

取下げ依頼ができます。 

 

取り下げ可能（取下げ依頼）と 

表示されていれば、取下げ依頼 

ができますので、「取り下げ」を 

クリックします。 

 

 

 

  

②取下げ依頼の送信をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 申請する基本情報を確認します。  

  取下げ依頼申請画面の「申請者氏名」 

  の選択に使用します。 

 

 

③ 取下げ依頼の送信をクリックします。 
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④取下げ依頼する手続きを 

 確認し、申請者氏名を 

選択ボタンから選択し、 

 取下げの理由を入力します。 

 

 

 

 

 申請者氏名を選択し、完了  

 ボタンをクリックします。 

  

 

 

⑤ 申請者氏名が入力されます 

 取下げ依頼の送信をクリック 

 します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥取下げ依頼を保存  

する画面が表示されます。 

※保存場所は、任意の場所 

を設定することができます。 

（設定場所は、初期画面の 

動作設定ボタンから 

変更設定できます。   
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取下げ依頼の送信が完了しますと。 

取下げ画面に、送信内容が表示されます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

状況照会画面より 

手続き完了となるまで 

最新の情報に更新を 

して下さい。 
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３－２2．取下げ申請。 

①  到達/審査中の場合は、届出の 

取下げ申請ができます。 

 

 

取り下げ可能（取下げ申請）と 

表示されていれば、取下げ申請 

ができますので、「取り下げ」を 

クリックします。 

 

 

 

② 取下げ申請の送信をクリックします。 

 

 

  

 

 

 

 

  

③申請する基本情報を入力し、 

「取下げ申請の送信」をクリックします。 
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④申請者指名・住所・連絡先を 

 選択ボタンから読み込みます。 

 理由欄や、必要に応じて備考欄を 

 入力し、「取下げ申請の送信」を 

 クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤取下げ申請を保存  

する画面が表示されます。 

※保存場所は、任意の場所 

を設定することができます。 

（設定場所は、初期画面の 

動作設定ボタンから 

変更設定できます。 

  

 

⑥取下げ申請が送信完了されると、 

到達番号が振りだされます。 
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⑦申請案件一覧の画面で、  

「取下げ申請あり」と表示 

されます。 

表示ボタンより、状況照会画面 

を表示します。 

 

 

 

  

⑧状況照会画面で、取下げ申請一覧 

をクリックします。 

 

 

 

⑨該当の取下げ申請を 

 選択し、「選択を決定」  

 のボタンをクリック 

します。 

 

 

 

⑩最新情報に更新します。 

 

 

 

 

⑪現在の申請状況が表示されますので、 

 完了するまで確認します。 
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３－２3．補正申請 

申請手続に補正が必要な状況の場合、新たに補正申請ファイルを作成して申請を行います。 

① 一括申請データメニューをクリックし、 

 「補正申請データの作成」をクリック 

 します。 

 

 

 

 

 

 

 

② 補正申請したい届出の到達番号を 

入力します。（自動でもってくることは  

できませんので、手入力をお願いします） 

 

 

 

 

 

 

③ あとは、通常の届出と同じように 

最初から、操作を行います。 

  最初に申請した申請の表示ボタン 

  より、状況照会画面に入ります。 
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④ 状況照会画面に入り 

「補正申請」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 到達番号を確認し、 

補正申請の送信を 

クリックします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

⑥ 補正申請で作成したデータを 

選択します。  

（通常は C-電子申請保存Ü一括申請 

 フォルダ内に保存されています） 
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⑦ 申請案件一覧画面で 

補正申請あり と 

  表示されます。 

 

 

 

  

⑧ 状況照会画面で 

補正申請一覧を 

  クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 補正申請の申請をクリック選択してから、「選択を決定」をクリックします。 
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⑩ 補正申請について、 

状況照会するために 

 「最新情報に更新」をクリック 

 します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

⑪ 手続き完了になるまで 

最新情報に更新をします。 

 

 

 

 

注意 

  補正申請を行うと、補正申請前の到達番号に状況照会などが行えません 

  補正申請にて新たに発出された到達番号にて状況照会や公文書取得などを行って下さい。 
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３－２4．手続き保存場所の設定 

初期画面の動作設定ボタンより下記の設定が行えます。 

１．送信確認や、状況照会時に、確認画面を表示する・しないの選択を設定できます。 

２．申請関係（公文書・コメント・エラー・取下げ）の保存場所を指定することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送信確認・照会確認画面を表示し

ない場合には、自動的に最新情報

の更新は行いませんので、最新情

報を取得するには、「最新情報の

更新」ボタンをクリックする必要

があります、 

保存場所をあらかじめ設定することがで

きます。 

公文書やコメント通知の保存形式

を選択できます。ＺＩＰで保存す

ると解凍する必要があります。 

解凍して保存した場合は 

そのまま開くことができます。 

マイナンバーが含まれた申請ＺＩＰデータを。申請後

に、自動削除するか、確認後、手動削除するかを選択

することができます。 
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３－２5．手続きの検索 

初期画面の動作設定ボタンより申請したデータの検索が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 作成または送信日時を指定できます。 

② 利用者ごとに選択ができます。 

⑨ 

⑪ 

⑩ 

⑫ 

⑧ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 

② 

①  

⑰ ⑯ ⑮ 

⑭ 

⑬  
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③ 事業所を指定できます。 

④ 個人を指定できます。 

⑤ 手続き種類を選択できます。（社会保険または雇用保険） 

⑥ 手続き名称を選択できます。（既に申請を行った手続き名称から選択できます） 

⑦ 現在の状況を到達～申請済み（送信案件一覧取得待ち）から選択することができます。 

⑧ 納付状況を納付まち～納付済みなどから選択することができます。 

⑨ 補正通知 あり なしから選択することができます。 

⑩ コメント通知 あり なし あり（未読）あり（既読）から選択することができます。 

⑪ 公文書通知 あり なし あり（未取得）あり（取得済）から選択することができます。 

⑫ 取下げ/補正 依頼可能 申請可能 補正申請可能 取下げ申請データ 補正申請データから選択

することができます。 

⑬ 詳細設定からは、一つの条件の中で、複数の条件を選択することができます。 

 

例１） 

複数の事業所を選択して 

一度に検索できます。 

 

 

 

 

 

 

例２） 

複数の申請状況を 

選択して検索することが 

できます。 
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⑭ 非表示案件についての選択ができます。 

⑮ 検索する際にクリックします。 

⑯ 検索設定を、条件名を付けて保存しておくことができます。一度保存した条件設定は上書きにて 

更新することも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰ 保存した条件設定を呼び出すことが可能です。 
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検索結果が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① この画面で表示する項目を 

選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

② 表示順番を変更することが 

できます。 

 

 

 

 

 

③ 最新の情報に更新すると検索の結果が更新されます。 

④ 各届出を選択した状態で、申請案件一覧をクリックすると、選択した申請の詳細が表示されます。 

⑤ 各届出を選択した状態で、状況照会をクリックすると、選択した申請の状況照会画面が表示されま

す。 

①  ②  ③  ④  ⑤  
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４．一括申請フォルダについて  

４－１．作成した申請データ内容を確認したい場合 

 

①「一括申請済みデータの削除」を 

 クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

②「明細」をクリックします。 

 

 

  

 

③申請情報・添付書類＆基本情報のどちらを確認するかを選択します。 

④「見る」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

⑤内容が表示されます。 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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４－２．申請済みデータフォルダの管理について 

４－２－１ フォルダを移動した場合 

既に手続きが完了した申請データを別の場所に移動した場合、移動したデータを検索するには、 

「一括申請済みデータの削除」画面「検索する場所を変更する」から移動後の場所を検索できます。 

 

 

 

 

 

４－２－２ フォルダを削除したい場合 

既に手続きが完了した申請データを「C:\電子申請保存」フォルダから削除したい場合は、 

「一括申請済みデータの削除」画面の削除欄にチェックを付け、「完了」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

４－２－３ 申請したかどうかを管理したい場合 

大変申し訳ございませんが、申請の手続き状況管理機能は搭載しておりません。 

「個人情報の自由項目」を使ったエクセルのようなイメージの管理方法を一例としてご提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個人情報の自由項目」使用方法については、「事業所・個人基本情報登録マニュアル」 

P42～44 をご覧下さい。 




